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関係法令及び本学の「学校法人龍谷大学情報公開規程」並びに「情報公開規程に関する

細則」に基づき、次のとおり大学評価に係る公表の方針を定める。 

 

1 公表の基本姿勢 

教育・研究等の質的水準の向上と本学の社会的使命の達成に資することを目的とする

本学の大学評価の取り組みを、広く社会に公表することにより、公的な教育機関として

社会に対する説明責任を果たす。 

 

2 公表範囲 

以下の範囲で公表することを原則とし、その詳細は全学大学評価会議が定める。 

 

（1）自己点検・評価制度に係る情報 

自己点検・評価の実施結果である「自己点検・評価シート」を公表する。ただし、法

人又は大学として守秘すべき事項は、公表の対象外とする。 

 

（2）教員活動自己点検に係る情報 

制度概要や関連規程等、取り組み状況を公表する。自己研鑽を目的とする情報が含ま

れる、各教員の「教員活動自己点検シート」は、公表の対象外とする。 

 

（3）認証評価に係る情報 

認証評価機関によって公表される情報及び認証評価機関が公表を求める情報に加え、

評価結果を受けるために認証評価機関に提出する主要な評価資料を公表する。ただし、

個人に係る保護すべき情報（年齢等）は、公表の対象外とする。 

 

3 公表の方法 

本学Web上において、広く社会に公表する。 

以 上 


